
参考1 第３期スポーツ基本計画（スポーツ庁策定）の概要

【国】 スポーツ庁 第３期スポーツ基本計画 （R4～８年度の５年間）

今後5年間に総合的かつ計画的に取り組む１２の施策

①多様な主体におけるスポーツの機会創出 ②スポーツ界におけるDXの推進

③国際競技力の向上 ④スポーツの国際交流・協力

⑤スポーツによる健康増進 ⑥スポーツの成長産業化

⑦スポーツによる地方創生、まちづくり ⑧スポーツを通じた共生社会の実現

⑨スポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化 ⑩スポーツ推進のためのハード、ソフト、人材

⑪スポーツを実施する者の安全・安心の確保 ⑫スポーツ・インテグリティの確保

○国民のスポーツ実施率を向上
 成人の週1回以上のスポーツ実

施率を70％（障害者は40％）
 1年に一度以上スポーツを実施

する成人の割合を100％に近づ
ける（障害者は７０％を目指す）

『感動していただけるスポーツ界』の実現に向けた目標設定

○生涯にわたって運動・スポーツを継続
してしたい子どもの増加
（児童８６％⇒９０％、生徒８２％⇒９０％）
○子供の体力の向上（体力テスト総合評
価Ｃ以上の児童６８％⇒８０％、生徒
75％⇒８５％）

○誰もがスポーツに参画でき、共に活動でき
る社会を実現
 体育授業への参加を希望する障害のある

児童生徒見学ゼロを目指した学習プログ
ラム開発

 スポーツ団体の女性理事の割合を４０％

○オリンピック・パラリンピッ
ク等の国際競技大会で、過
去最高水準の金メダル数、
総メダル数、入賞者数、メダ
ル獲得競技数等の実現

○スポーツを通じて活力ある社会を実現
 スポーツ市場規模15兆円の達成

（2025年まで）
 スポーツ・健康まちづくりに取り組む

地方公共団体の割合15.6％⇒
４０％

○スポーツを通じて世界とつながる
 ポストSFT事業を通じて世界中

の国々の700万人の人々へ裨益
を目標に事業を推進

 国際競技連盟（IF）等役員37人
規模の維持・拡大


